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１回につき
９０／１００

減
算

１回につき
８５／１００

　集合住宅減算については、利用者が減算対象となる建物に入居した日から退居した日
までの間に受けたサービスについてのみ減算の対象となる。
月の定額報酬であるサービスのうち、介護予防訪問介護費、夜間対応型訪問介護費
（Ⅱ）及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護費については、利用者が減算対象となる
建物に居住する月があるサービスに係る報酬（日割り計算が行われる場合は日割り後
の額）について減算の対象となる。
なお、夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）の基本夜間対応型訪問介護費については減算の対
象とならない。また、（介護予防）小規模多機能型居宅介護費及び看護小規模多機能型
居宅介護費については利用者の居所に応じた基本報酬を算定する。（平27．4版　VOL１
問5）

　集合住宅減算は、訪問系サービス（居宅療養管理指導を除く）について、例えば、集合
住宅の１階部分に事業所がある場合など、事業所と同一建物に居住する利用者を訪問
する場合には、地域に点在する利用者を訪問する場合と比べて、移動等の労力（移動時
間）が軽減されることから、このことを適正に評価するために行うものである。
従来の仕組みでは、事業所と集合住宅（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人
ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。以下同じ。）が一体的な建築物に限り減
算対象としていたところである。
今般の見直しでは、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様の移動時間によ
り訪問できるものについては同様に評価することとし、「同一敷地内にある別棟の集合住
宅」、「隣接する敷地にある集合住宅」、「道路等を挟んで隣接する敷地にある集合住宅」
のうち、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様に移動時間が軽減されるもの
については、新たに、減算対象とすることとしたものである。
このようなことから、例えば、以下のケースのように、事業所と同一建物の利用者を訪問
する場とは移動時間が明らかに異なるものについては、減算対象とはならないものと考
えている。
・ 広大な敷地に複数の建物が点在するもの（例えば、ＵＲ（独立行政法人都市再生機
構）などの大規模団地や、敷地に沿って複数のバス停留所があるような規模の敷地）
・ 幹線道路や河川などにより敷地が隔てられており、訪問するために迂回しなければな
らないもの（平27．4版　VOL１　問6）

１０４　訪問リハビリテーション費
加算・減算 加算・減算適用要件

集合住宅減算 ○

 指定訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問リハビリテーション事業
所と同一の建物（以下「同一敷地内建物等」という。）に居住する利用者（指定訪問リハビリテーション事業所における１月あたりの利用者が
同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又は指定訪問リハビリテーション事業所における１月当たりの利用
者が同一の建物に20人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）い居住するの利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場
合

　月の途中に、集合住宅に対する減算の適用を受ける建物に入居した又は当該
建物から退去した場合、月の全てのサービス提供分が減算の対象となるのか。

　集合住宅減算について、「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」で
あっても「サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきで
はないこと」とされているが、具体的にはどのような範囲を想定しているのか。

　指定訪問リハビリテーション事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問
リハビリテーションを行った場合

集合住宅減算　Q&A

（適用要件一覧） 104 訪問リハビリテーション費 (1/16)
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加算・減算 加算・減算適用要件

　算定月の実績で判断することとなる。（平27．4版　VOL１　問7）

　この場合の利用者数とは、当該指定訪問介護事業所とサービス提供契約のある利用
者のうち、該当する建物に居住する者の数をいう。（サービス提供契約はあるが、当該月
において、訪問介護費の算定がなかった者を除く。）（平27．4版　VOL１　問8）

　貴見のとおり、老人福祉法（昭和38 年法律第133 号）第29 条第１項に規定する有料老
人ホームの要件に該当するものであれば、集合住宅減算の対象となる。（平27．4版
VOL１　問9）

　集合住宅減算は、①指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の
建物（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住
宅に限る。）の利用者又は②①以外の建物であって、当該指定訪問介護事業所におけ
る利用者が同一建物（建物の定義は①と同じ。）に20 人以上居住する建物の利用者に
ついて減算となるものであり、①と②は重複しないため、減算割合は△10％である。（平
27．4版　VOL１　問10）

　サービス提供事業所と建物を運営する法人が異なる場合も減算対象となる。（平27．4
版　VOL１　問11）

　集合住宅減算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して減算率を掛け
て算定をすること。
なお、区分支給限度基準額を超える場合、区分支給限度基準額の管理に際して、区分
支給限度基準額の超過分に同一建物減算を充てることは出来ないものとする。（平30．3
版　VOL１　問２）

特別地域訪問リハビリ
テーション加算

○
加
算

１回につき
１５／１００

　　「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」に該当するもの以外の集合
住宅に居住する利用者に対し訪問する場合、利用者が１月あたり２０人以上の場
合減算の対象となるが、算定月の前月の実績で減算の有無を判断することとな
るのか。

　「同一建物に居住する利用者が1 月あたり20 人以上である場合の利用者数」と
は、どのような者の数を指すのか。

　集合住宅減算の対象となる「有料老人ホーム」とは、未届であっても実態が備
わっていれば「有料老人ホーム」として取り扱うことでよいか。

　集合住宅減算として、①指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する
敷地内の建物の利用者、②指定訪問介護事業所の利用者が20 人以上居住す
る建物の利用者について減算となるが、例えば、当該指定訪問介護事業所と同
一建物に20 人以上の利用者がいる場合、①及び②のいずれの要件にも該当す
るものとして、減算割合は△20％となるのか。

　厚生労働大臣が定める地域（平成２４年厚生労働省告示第１２０号）に所在する指定訪問リハビリテーション事業所（その一部として使用さ
れる事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所は除く。）又はその一部として使用される事務所の理学療法士、作業療法士又は言
語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを行った場合
＜平成２４年厚生労働省告示第１２０号＞
一　離島振興法(昭和２８年法律第７２号)第２条第１項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二　奄美群島振興開発特別措置法(昭和２９年法律第１８９号)第１条に規定する奄美群島
三　山村振興法(昭和４０年法律第６４号)第７条第１項の規定により指定された振興山村
四　小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和４４年法律第７９号)第４条第１項に規定する小笠原諸島
五　沖縄振興特別措置法(平成１４年法律第１４号)第３条第３号に規定する離島
六　豪雪地帯対策特別措置法(昭和３７年法律第７３号)第２条第１項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第２項の規定により指定され
た特別豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和３７年法律第８８号)第２条第１項に
規定する辺地、過疎地域自立促進特別措置法(平成１２年法律第１５号)第２条第１項に規定する過疎地域その他の地域のうち、人口密度が
希薄であること、交通が不便であること等の理由により、介護保険法(平成９年法律第１２３号)第４１条第１項に規定する指定居宅サービス及
び同法第４２条第１項第２号に規定する基準該当居宅サービス並びに同法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援及び同法第４７条第
１項第１号に規定する基準該当居宅介護支援並びに同法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービス及び同法第５４条第１項第２号に
規定する基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの

集合住宅減算　Q&A

　集合住宅減算について、サービス提供事業所と建物を運営する法人がそれぞ
れ異なる法人である場合にはどのような取扱いとなるのか。

　集合住宅減算についてはどのよう算定するのか。

（適用要件一覧） 104 訪問リハビリテーション費 (2/16)
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中山間地域等における
小規模事業所加算

○
加
算

１回につき
１０／１００

中山間地域等に居住す
る者へのサービス提供
加算

○
加
算

１回につき
５／１００

中山間地域等に居住す
る者へのサービス提供
加算　Q&A

　該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。
※ 介護予防については、転居等により事業所を変更する場合にあっては日割り計算と
なることから、それに合わせて当該加算の算定を行うものとする。（平２１．３版　VOL６９
問１３）

　月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそ
れ以外の地域（又はその逆）に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等か
つ通常の実施地域外に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象とな
るのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。

　厚生労働大臣が定める地域（平成２１年厚生労働省告示第８３号）に所在し、かつ、厚生労働大臣が定める施設基準（平成２７年厚生労働
省告示第９６号）に適合する指定訪問リハビリテーション事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事
務所は除く。）又はその一部として使用される事務所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを行った場合

＜平成21年厚生労働省告示８３号１＞
　厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成２７年厚生労働省告示第９３号）第２号のその他の地域であって、次のいずれかに該当する地
域のうち厚生労働大臣が定める地域（平成２４年厚生労働省告示１２０号）に規定する地域を除いた地域
イ　豪雪地帯対策特別措置法(昭和３７年法律第７３号)第２条第１項に規定する豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪
地帯
ロ　辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和３７年法律第８８号)第２条第１項に規定する辺地
ハ　半島振興法(昭和６０年法律第６３号)第２条第１項の規定により指定された半島振興対策実施地域
ニ　特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成５年法律第７２号)第２条第１項に規定する特
定農山村地域
ホ　過疎地域自立促進特別措置法(平成１２年法律第１５号)第２条第１項に規定する過疎地域
＜平成２７年厚生労働省告示第９６号４の２＞
　１月当たり延訪問回数が３0回以下の指定訪問リハビリテーション事業所であること。
　指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が厚生労働大臣が定める地域（平成２１年厚生労働省告示
第８３号）に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域（指定居宅サービス基準第82条第５号に規定する通常の事業の実施地域
をいう。） を越えて、指定訪問リハビリテーションを行った場合
＜平成21年厚生労働省告示８３号２＞
次のいずれかに該当する地域
イ　離島振興法(昭和２８年法律第７２号)第２条第１項の規定により指定された離島振興対策実施地域
ロ　奄美群島振興開発特別措置法(昭和２９年法律第１８９号)第１条に規定する奄美群島
ハ　豪雪地帯対策特別措置法(昭和３７年法律第７３号)第２条第１項に規定する豪雪地帯及び同条第２項の規定により指定された特別豪雪
地帯
ニ　辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和３７年法律第８８号)第２条第１項に規定する辺地
ホ　山村振興法(昭和４０年法律第６４号)第７条第１項の規定により指定された振興山村
ヘ　小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和４４年法律第７９号)第４条第１項に規定する小笠原諸島
ト　半島振興法(昭和６０年法律第６３号)第２条第１項の規定により指定された半島振興対策実施地域
チ　特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成５年法律第７２号)第２条第１項に規定する特
定農山村地域
リ　過疎地域自立促進特別措置法(平成１２年法律第１５号)第２条第１項に規定する過疎地域
ヌ　沖縄振興特別措置法(平成１４年法律第１４号)第３条第３号に規定する離島

（適用要件一覧） 104 訪問リハビリテーション費 (3/16)
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加算・減算 加算・減算適用要件

短期集中リハビリテー
ション実施加算

○
加
算

退院（所）日又
は認定日から

３月以内

　 １日につき
　 ２００単位

　退院後に認定が行われた場合、認定が起算点となり、逆の場合は、退院日が起算点と
なる。（平１８．４版　VOL１　問６）

  短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定
要件に適合しない場合には算定は認められない。算定要件に適合しない場合であって
も、①やむを得ない理由によるもの（利用者の体調悪化等）、②総合的なアセスメントの
結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基
づくもので、利用者の同意を得ているもの（一時的な意欲減退に伴う回数調整等）であれ
ば、リハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。なお、その場合は通所リハ
ビリテーション計画の備考欄等に当該理由等を記載する必要がある。（平27．４版
VOL1　問17）

短期集中個別リハビリ
テーション実施加算
Q&A

　利用者に対してリハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保
険施設から退院若しくは退所した日（退院（所）日）又は介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１９条第１項に規定する要
介護認定の効力が生じた日（当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という。）から起算して３月以内
の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合。

＜平成１２年老企第３６号　第２の５（７）＞
① 短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利用者の状態に応じて、基本的動作能力（起居、歩行、発話等を行う
能力をいう。以下同じ。）及び応用的動作能力（運搬、トイレ、掃除、洗濯、コミュニケーション等を行うに当たり基本的動作を組み合わせて行う
能力をいう。以下同じ。）を向上させ、身体機能の回復するための集中的なリハビリテーションを実施するものであること。
② 「リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院（所）日又は認定日から起算して３月以内の期間に、１週につきおおむね２日以上、
１日当たり20分以上実施するものでなければならない。

　短期集中個別リハビリテーション実施加算について、退院（所）後に認定がなさ
れた場合の起算点はどちらか。逆の場合はどうか。

　短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都
合、③体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の
算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うのか。

（適用要件一覧） 104 訪問リハビリテーション費 (4/16)
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加算・減算 加算・減算適用要件

リハビリテーションマネ
ジメント加算（A）イ

○
加
算

１月につき
１８０単位

　厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号）に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリ
テーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場
合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、リハビリテーションマネジメント加算（A)イを算定している場合は、リハビリテーションマネジ
メント加算（A)ロ、（B)イ、（B)ロは算定しない

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号１２＞
イ　リハビリテーションマネジメント加算（A）イ　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所（指定居宅サービス等基準（平成１１年厚生省令第３７号）第７６条第１項に規定する指定訪問リハビリ
テーション事業所をいう。以下同じ。）の医師が、指定訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言
語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得
ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか１以上の指示を行うこ
と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑵ ⑴に
おける指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が⑴に掲げる基準に適合
するものであると明確にわかるように記録すること。
(3)リハビリテーション会議（指定居宅サービス等基準第８０条第５号に規定するリハビリテーション会議をいう。以下同じ）を開催し、リハビリ
テーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員（同号に規定する構成員をいう。以下同じ）と共有し、当該リハ
ビリテーション会議の内容を記録すること。
⑷ 訪問リハビリテーション計画（指定居宅サービス等基準第８１条第１項に規定する訪問リハビリテーション計画をいう。以下同じ。）につい
て、当該計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとと
もに、説明した内容等について医師へ報告すること。
(5)３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪問リハビリテーション計画を見直していること。
⑹ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員（法第７条第５項に規定する介護支
援専門員をいう。以下同じ。）に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及
び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
⑺ 次のいずれかに適合すること。
(一)　指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画(法第８条第２３項に規定する居
宅サービス計画をいう。以下同じ。)に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定訪問
リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第７５条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の利用者の居宅を訪問し、当
該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこ
と。
(二)　指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問
し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行う
こと。＜平成１２年老企第３６号　第２の５（８）＞
①リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり、リハビリテーションの質
の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた（Survey）、多職種協働による訪問リハビリテーション計画の作成（Plan）、当該計
画に基づく状態や生活環境等を踏まえた適切なリハビリテーションの提供（Do）、当該提供内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該計
画の見直し等（Action）といったサイクル（以下「SPDCAサイクル」という。）の構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った
場合に加算するものである。
②「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、心身機能、個人として行うADLやIADLといった活動
をするための機能、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加をするための機能について、バランス良くアプ
ローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することをいう。
③　リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については、テレビ電話等情報通信機器を使用してもよいこととする。
なお、テレビ電話等情報通信機器を使用する場合には、当該会議の議事に支障のないように留意すること。

（適用要件一覧） 104 訪問リハビリテーション費 (5/16)



加算・減算名
実
施

体
制

加算・減算 加算・減算適用要件

リハビリテーションマネ
ジメント加算（A）ロ

○
加
算

１月につき
２１３単位

　厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号）に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリ
テーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場
合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、リハビリテーションマネジメント加算（A)ロを算定している場合は、リハ
ビリテーションマネジメント加算（A）イ、（B)イ、（B)ロは算定しない
　
＜平成２７年厚生労働省告示第９５号１２＞
ロ　リハビリテーションマネジメント加算（A)ロ　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ イ⑴から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑵ 利用者ごとの訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報そ
の他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
＜平成１２年老企第３６号　第２の５（８）＞
①リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり、リハビリテーションの質
の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた（Survey）、多職種協働による訪問リハビリテーション計画の作成（Plan）、当該計
画に基づく状態や生活環境等を踏まえた適切なリハビリテーションの提供（Do）、当該提供内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該計
画の見直し等（Action）といったサイクル（以下「SPDCAサイクル」という。）の構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った
場合に加算するものである。
②「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、心身機能、個人として行うADLやIADLといった活動
をするための機能、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加をするための機能について、バランス良くアプ
ローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することをいう。
③　リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については、テレビ電話等情報通信機器を使用してもよいこととする。
なお、テレビ電話等情報通信機器を使用する場合には、当該会議の議事に支障のないように留意すること。
④ 大臣基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号）第12 号ロ⑵及びニ⑵に規定する厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護
情報システム（Long-term care Informationsystem For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出
頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
（令和３年３月16 日老老発0316 第４号）を参照されたい。
サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、ＳＰＤＣＡサイクルにより、サービスの質の管理を行う
こと。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

（適用要件一覧） 104 訪問リハビリテーション費 (6/16)



加算・減算名
実
施

体
制

加算・減算 加算・減算適用要件

リハビリテーションマネ
ジメント加算（B）イ

○
加
算

１月につき
４５０単位

　厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号）に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリ
テーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場
合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、リハビリテーションマネジメント加算（B)イを算定している場合は、リ
ハビリテーションマネジメント加算（A）イ、（A)ロ、（B)ロは算定しない
　
＜平成２７年厚生労働省告示第９５号１２＞
ハ　リハビリテーションマネジメント加算（B)イ　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ イ⑴から⑶まで及び⑸から⑺までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)　訪問リハビリテーション計画について、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意
を得ること。
(3)　(1)及び(2)に掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。
＜平成１２年老企第３６号　第２の５（８）＞
①リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり、リハビリテーションの質
の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた（Survey）、多職種協働による訪問リハビリテーション計画の作成（Plan）、当該計
画に基づく状態や生活環境等を踏まえた適切なリハビリテーションの提供（Do）、当該提供内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該計
画の見直し等（Action）といったサイクル（以下「SPDCAサイクル」という。）の構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った
場合に加算するものである。
②「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、心身機能、個人として行うADLやIADLといった活動
をするための機能、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加をするための機能について、バランス良くアプ
ローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することをいう。
③　リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については、テレビ電話等情報通信機器を使用してもよいこととする。
なお、テレビ電話等情報通信機器を使用する場合には、当該会議の議事に支障のないように留意すること。

（適用要件一覧） 104 訪問リハビリテーション費 (7/16)



加算・減算名
実
施

体
制

加算・減算 加算・減算適用要件

リハビリテーションマネ
ジメント加算（B）ロ

○
加
算

１月につき
４８３単位

　リハビリテーション以外にその他の指定居宅サービスを利用していない場合は、該当す
る他のサービスが存在しないため情報伝達の必要性は生じない。また、福祉用具貸与
のみを利用している場合であっても、本算定要件を満たす必要がある。（平27．４版
VOL2　問9）

　毎回のリハビリテーションは、医師の指示の下、行われるものであり、当該の指示は利
用者の状態等を踏まえて適時適切に行われることが必要であるが、必ずしも、リハビリ
テーションの提供の日の度に、逐一、医師が理学療法士等に指示する形のみを求めるも
のではない。
　例えば、医師が状態の変動の範囲が予想できると判断した利用者について、適当な期
間にわたり、リハビリテーションの指示を事前に出しておき、リハビリテーションを提供し
た理学療法士等の記録等に基づいて、必要に応じて適宜指示を修正する等の運用でも
差し支えない。（平30．３版　VOL1　問52）

　リハビリテーションの実施に当たり、医師の指示が求められているが、医師がリ
ハビリテーション実施の当日に指示を行わなければならないか。

　リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）の算定要件に、「理学療法士、作業療
法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他
の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの
観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」があ
るが、その他の指定居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみを
利用している場合はどのような取扱いとなるのか。

　厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号）に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリ
テーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場
合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、リハビリテーションマネジメント加算（B)ロを算定している場合は、リハビリテーションマネ
ジメント加算（A)イ、（A)ロ、（Bイロは算定しない
　
＜平成２７年厚生労働省告示第９５号１２＞
ニ　　リハビリテーションマネジメント加算（B)ロ　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)　ハ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)　利用者ごとの訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報
その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
＜平成１２年老企第３６号　第２の５（８）＞
①リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり、リハビリテーションの質
の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた（Survey）、多職種協働による訪問リハビリテーション計画の作成（Plan）、当該計
画に基づく状態や生活環境等を踏まえた適切なリハビリテーションの提供（Do）、当該提供内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該計
画の見直し等（Action）といったサイクル（以下「SPDCAサイクル」という。）の構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った
場合に加算するものである。
②「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、心身機能、個人として行うADLやIADLといった活動
をするための機能、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加をするための機能について、バランス良くアプ
ローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することをいう。
③　リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については、テレビ電話等情報通信機器を使用してもよいこととする。
なお、テレビ電話等情報通信機器を使用する場合には、当該会議の議事に支障のないように留意すること。
④ 大臣基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号）第12 号ロ⑵及びニ⑵に規定する厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護
情報システム（Long-term care Informationsystem For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出
頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
（令和３年３月16 日老老発0316 第４号）を参照されたい。
サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、ＳＰＤＣＡサイクルにより、サービスの質の管理を行う
こと。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

リハビリテーションマネ
ジメント加算　Q&A

（適用要件一覧） 104 訪問リハビリテーション費 (8/16)



加算・減算名
実
施

体
制

加算・減算 加算・減算適用要件

　「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテー
ション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」（平成30年３月22日老老発
0322第２号）の「第２⑸　リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)の算定に関して」を参照
されたい。（平30．３版　VOL1　問55）

　自治体が制定する条例の解釈については、当該条例を制定した主体が判断するもの
である。
　なお、通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業のシステムを活用し
たデータ提出を要件としたリハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）は「指定居宅サービス
に要する費用の額の算定に関する基準」（平成12年厚生省告示第19号）という法令に基
づいたものである。　（平30．３版　VOL１　問56）

　利用者に関する情報の共有やリハビリテーション計画の内容について利用者等に説明
を行うためのリハビリテーション会議への医師の参加にテレビ電話等情報通信機器を用
いる場合、事業者はその旨を利用者にあらかじめ説明しておくこと。
また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上
の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの
安全管理に関するガイドライン（第５版）」（平成29年５月）に対応していること。（平30．８
版　VOL６　問１）

　利用者又はその家族に対しては、原則面接により直接説明することが望ましいが、遠
方に住む等のやむを得ない理由で直接説明できない場合は、電話等による説明でもよ
い。 ただし、利用者に対する同意については、書面等で直接行うこと。（令和３年度
VOL２　問１）

　訪問頻度については、利用者の状態等に応じて、通所リハビリテーション計画に基づき
適時適切に実施すること。（令和３年度　VOL２　問２）

　訪問時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医
療院の人員基準の算定に含めない。（令和３年度　VOL２　問３）

　利用者の状態に応じて、一事業所の利用者ごとにリハビリテーションマネジメント加算
(Ａ)イ又はロ若しくは(Ｂ)イ又はロを取得することは可能である。（令和３年度　VOL２　問
４）

　居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーション
の利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビ
リテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有
し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で会
議を実施しても差し支えない（令和３年度　VOL２　問５）

　様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであれば、各事
業所で活用されているもので差し支えない。（令和３年度　VOL２　問６）

　リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)の算定要件について、「リハビリ
テーション計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を
得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明
でもよいのか。

　リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)の算定要件について、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅
サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっている

が、その訪問頻度はどの程度か。

　リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)における理学療法士、作業療法
士又は言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算定外となるのか。

　一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ又はロ若
しくは(Ｂ)イ又はロを取得するということは可能か。

　サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリ
テーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント
加算(Ａ)又は(Ｂ)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリ
テーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開
催することは可能か。

　「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリ
テーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリ
ハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテー
ションマネジメント加算や移行支援加算等を算定することができないのか。

　リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員で
ある医師の参加については、テレビ電話等情報通信機器を使用しても差し支えな
いとされているが、テレビ電話等情報通信機器を使用する際の留意点は何か。

　リハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）について、通所・訪問リハビリテーション
の質の評価データ収集等事業に参加するにはどうしたらよいか。

　自治体が制定する条例において、法令の定めがあるときを除いて、個人情報を
処理する電子計算機について、自治体が保有する以外の電子計算機との回線
の結合が禁じられている事業者であるが、通所・訪問リハビリテーションの質の評
価データ収集等事業に参加できるか。

リハビリテーションマネ
ジメント加算　Q&A
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　リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)の取得に当たっては、算定要件となって
いるリハビリテーション会議の開催回数を満たす必要がある。 なお、リハビリテーション
会議は開催したものの、構成員のうち欠席者がいた場合には、当該会議終了後、速や
かに欠席者と情報共有すること。（令和３年度　VOL２　問７）

　リハビリテーション計画を作成した医師である。（令和３年度　VOL２　問８）

　リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)とリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)につい
ては、同時に取得することはできないものの、いずれかの加算を選択し算定することは
可能である。ただし、リハビリテーションマネジメント加算については、リハビリテーション
の質の向上を図るため、SPDCA サイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーション
の質の管理を行うものであることから、リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)が算定でき
る通所リハビリテーション計画を作成した場合は、継続的にリハビリテーションマネジメン
ト加算(Ｂ)を、リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)が算定できる通所リハビリテーション
計画を作成した場合は、継続的にリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)を、それぞれ取
得することが望ましい。（令和３年度　VOL２　問９）

　取得できる。 リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)は、「通所リハビリテーショ
ン計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月」から取得
することとしているため、通所リハビリテーションの提供がなくても、通所リハビリテーショ
ンの提供開始月の前月に同意を得た場合は、当該月より取得が可能である。 なお、訪
問リハビリテーションにおいても同様に取り扱う。（令和３年度　VOL２　問１０）

　事業所ごとに提供可能なサービスの種類が異なり、単一の事業所で利用者が必要と
する理学療法、作業療法、言語聴覚療法のすべてを提供できない場合、複数の事業所
で提供することが考えられる。例えば、脳血管疾患発症後であって、失語症を認める利
用者に対し、１つの事業所がリハビリテーションを提供することとなったが、この事業所に
は言語聴覚士が配置されていないため、失語に対するリハビリテーションは別の事業所
で提供されるというケースが考えられる。
この場合、例えば、リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)であれば、リハビリテーション
会議を通じて、提供可能なサービスが異なる複数の事業所を利用することを話し合った
上で、通所リハビリテーション計画を作成し、その内容について利用者の同意を得る等、
必要な算定要件を各々の事業者が満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算
(Ａ)の算定は可能である。
リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)についても同様に取り扱う。（令和３年度　VOL２
問１１）

　リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)とリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)
については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可
否で加算を選択することは可能か。

　リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)については、当該加算を取得す
るに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属
する月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場
合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。

　同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供し
ている場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を
満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。

　リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)の算定要件にあるリハビリテー
ション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できな
いのか。

　リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)の算定要件にある「医師が利用者または
その家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビ
リテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のど
ちらなのか。

リハビリテーションマネ
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　リハビリテーション会議の中でリハビリテーション計画の内容について利用者又はその
家族へ説明する場合に限り満たす。（令和３年度　VOL２　問１３）

　含まれない。 テレビ電話装置等の使用については、リハビリテーション会議の議事を
円滑にする観点から、常時、医師とその他の構成員が動画を共有している必要がある。
（令和３年度　VOL２　問１４）

　リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ及び(Ｂ)ロについては、令和３年４月以降に、リ
ハビリテーション計画書を見直した上で「科学的介護情報システム（Long-term care
Information system For Evidence）」（「ＬＩＦＥ」）へ情報の提出を行い、リハビリテーション
マネジメント加算(Ａ)ロ又は(Ｂ)ロの要件を満たした月から算定が可能である。（令和３年
度　VOL２　問１５）

　初めてリハビリテーション計画を作成した際に、利用者とその家族に対し説明と同意を
得ている場合は可能。 なお、利用者の同意を得た日の属する月から６月間を超えてリハ
ビリテーションマネジメント加算(Ａ)又は(Ｂ)を取得する場合は、原則としてリハビリテー
ションマネジメント加算(Ａ)イ(Ⅱ)若しくはロ(Ⅱ)又は(Ｂ)イ(Ⅱ)若しくはロ(Ⅱ)を取得するこ
ととなる。（令和３年度　VOL２　問１６）

　訪問リハビリテーションの場合は、指示を出した医師と居宅を訪問し、居宅で実施する
又は利用者が医療機関を受診した際の診察の場面で実施することが考えられる。（令和
３年度　VOL２　問２５）

　訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント
加算(Ａ)及び(Ｂ)（令和３年３月以前ではリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)以
上）を算定していない場合において、リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び
(Ｂ)の算定を新たに開始することは可能か。

　訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)又は(Ｂ)を算定
する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。

　リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)の算定要件では、医師がリハビリテー
ション計画の内容について利用者又はその家族へ説明することとされている。
リハビリテーション会議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用し
ても差し支えないとされているが、リハビリテーション計画の内容について医師が
利用者又はその家族へテレビ電話装置等を介して説明した場合、リハビリテー
ションマネジメント加算(Ｂ)の算定要件を満たすか。

　リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員の
参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、テ
レビ電話装置等の使用について、基本的には音声通話のみであるが、議事のな
かで必要になった時に、リハビリテーション会議を実施している場の動画や画像
を送る方法は含まれるか。

　令和３年３月以前にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)を算定している場
合、令和３年４月からリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ又は(Ｂ)ロの算定
の開始が可能か。
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事業所の医師がリハビ
リテーション計画の作成
に係る診療を行わな
かった場合

○
減
算

１回につき50
単位

　指定訪問リハビリテーション等を開始する前に、例えば当該指定訪問リハビリテーショ
ン事業所等の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に利用者を訪問させ、その状態
についての評価を報告させる等の手段によって、必要な情報を適宜入手した上で医師及
び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が共同してリハビリテーションを計画し、事
業所の医師の指示に基づいてリハビリテーションを行う必要がある。（平30．３版　VOL1
問59）

　含まれる。なお、応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、事業所の医師
に情報提供を行う日が属する月から前36 月の間に合計６単位以上（応用研修のうち、
「フレイル予防・ 対策 」 「地域リハビリテーション」 「かかりつけ医に必要な生活期リハビ
リテーションの実際」「在宅リハビリテーション症例」「リハビリテーションと栄養管理・摂食
嚥下障害」のうち、いずれか１単位以上を含むこと。）を取得又は取得を予定していれば
よい。また、別の医療機関の医師が訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供
をする際に下記を参考とした記載をすることが望ましい。
「適切な研修の修了等をしている。」（令和４年度　VOL12　問１）

事業所の医師がリハビ
リテーション計画の作成
に係る診療を行わな
かった場合　Q&A

　厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号）に適合している指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業
療法士又は言語聴覚士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、指定訪問リハビリテーショ
ンを行った場合

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号１２の２＞
イ　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴　指定訪問リハビリテーション事業所の利用者が、当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている場合で
あって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師から、当該利用者に関する情報の提供を受けていること。
⑵　当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。
⑶　当該情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、訪問リハビリテーション計画を作成すること。
ロ　イの規定に関わらず、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの間に、イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合する場合には、同期間に限
り、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費の注10を算定できるものとする。

＜平成１２年老企第３６号　第２の５（１０）＞
訪問リハビリテーション計画は、原則、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、当該医師及び理学療法士、作業療法
士又は言語聴覚士が共同して作成するものである。
注10は、指定訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている利用者であって、当該事業所
の医師がやむを得ず診療できない場合に、別の医療機関の医師からの情報をもとに、当該事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士が訪問リハビリテーション計画を作成し、当該事業所の医師の指示に基づき、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語
聴覚士が指定訪問リハビリテーションを実施した場合について、例外として基本報酬に50単位を減じたもので評価したものである。
「当該利用者に関する情報の提供」とは、別の医療機関の計画的に医学的管理を行っている医師から指定訪問リハビリテーション事業所の
医師が、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提
示について」の別紙様式２－２―１のうち、本人の希望、家族の希望、健康状態・経過、心身機能・構造、活動（基本動作、移動能力、認知機
能等）、活動（ＡＤＬ）、リハビリテーションの目標、リハビリテーション実施上の留意点等について、当該指定訪問リハビリテーション事業所の
医師が十分に記載できる情報の提供を受けていることをいう。

　別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている者に対し、指定訪
問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機
関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテー
ションを実施する場合において、当該別の医療機関の医師から提供された情報
からは、環境因子や社会参加の状況等、リハビリテーションの計画、指示に必要
な情報が得られない場合どのように対応すればよいか。

　別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指
定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医
療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリ
テーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等を
していれば、基本報酬から50 単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算
定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医
かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。

（適用要件一覧） 104 訪問リハビリテーション費 (12/16)
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移行支援加算

１日につき17
単位

　厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号）に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリ
テーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合は、移行支援加算として、評価

つき所定単位数を加算

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号１３＞
イ次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者（以下「訪問リハビリテーション終了者」という）のうち、指定通所介
護（指定居宅サービス基準第９２条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ）、指定通所リハビリテーション（指定居宅サービス基準第１１０
条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ）、指定地域密着型通所介護（指定地域密着型サービス基準第１９条に規定する
指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。）指定認知症対応型通所介護（指定地域密着型サービス基準第４１条に規定する指定認知症対
応型通所介護をいう。以下同じ）、指定小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準第６２条に規定する指定小規模多機能型居
宅介護をいう。第５４号において同じ。）、指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準第１７０条に規定する指定看護
小規模多機能型居宅介護をいう。第７９号ロにおいて同じ。）、指定介護予防通所リハビリテーション（指定介護予防サービス等基準第１１６条
に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。）、指定介護予防認知症対応型通所介護（指定地域密着型介護予防サー
ビスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
（平成１８年厚生労働省令第３６号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。）第４条に規定する指定介護予防認知症対応型通
所介護をいう。）、指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防サービス基準第４３条に規定する指定介護予防小規
模多機能型居宅介護をいう。）、法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業その他社会参加に資する取組（以下「指定通所

⑵ 評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終了した日から起算して１４日以降４４日以内に、指定訪問リハビリテーション事
業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション終了者に対して、当該訪問リハビリテーション終了者の指定通
所介護等の実施状況を確認し、記録していること。
ロ １２を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が１００分の２５以上であること。
ハ訪問リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するに当たり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業
所へ提供すること。

○
加
算

（適用要件一覧） 104 訪問リハビリテーション費 (13/16)
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移行支援加算

移行支援加算　Q&A

　移行支援加算は、利用者のＡＤＬ・ＩＡＤＬが向上し、社会参加に資する取組に移行する
等を指標として、質の高いリハビリテーションを提供する事業所を評価するものである。
そのため、「社会参加への移行状況」と「サービスの利用の回転」を勘案することとしてい
る。
このうち、「サービスの利用の回転」の算定方法は下記のとおりである。
１２月÷平均利用月≧２５％（通所リハビリテーションは≧２７％）
この平均利用月数を算出する際に用いる、「(ｉ)当該事業所における評価対象期間の利
用者ごとの利用者延月数の合計」とは、評価対象期間に当該事業所を利用した者の、評
価対象期間におけるサービス利用の延月数（評価対象期間の利用者延月数）を合計す
るものである。なお、評価対象期間以外におけるサービスの利用は含まない。（令和３年
度　VOL2　問１２）

１日につき17
単位

＜平成１２年老企第３６号　第２の５（１１）＞)
①　移行支援加算におけるリハビリテーションは、訪問リハビリテーション計画に家庭や社会への参加を可能とするための目標を作成した上
で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬを向上させ、指定通所介護等に移行させるものであること。
②　「その他社会参加に資する取組」には、医療機関への入院や介護保険施設への入所、指定訪問リハビリテーション、指定認知症対応型
共同生活介護等は含まれず、算定対象とならないこと。
③　大臣基準告示第13号イ(１)の基準において、指定通所介護等を実施した者の占める割合及び基準第13号ロにおいて、12を指定訪問リハ
ビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数については、小数点第３位以下は切り上げること。
④　平均利用月数については、以下の式により計算すること。
イ　(ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数
(ⅰ)　当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計
(ⅱ)　（当該事業所における評価対象期間の新規利用者数の合計＋当該事業所における評価対象期間の新規終了者数の合計）÷２
ロ　イ(ⅰ)における利用者には、当該施設の利用を開始して、その日のうちに利用を終了した者又は死亡した者を含むものである。
ハ　イ(ｉ)における利用者延月数は、利用者が評価対象期間において当該事業所の提供する指定訪問リハビリテーションを利用した月数の合
計をいう。
ニ　イ(ⅱ)における新規利用者数とは、当該評価対象期間に新たに当該事業所の提供する指定訪問リハビリテーションを利用した者の数を
いう。また、当該事業所の利用を終了後、12月以上の期間を空けて、当該事業所を再度利用した者については、新規利用者として取り扱うこ
と。
ホ　イ(ⅱ)における新規終了者数とは、評価対象期間に当該事業所の提供する指定訪問リハビリテーションの利用を終了した者の数をいう。
⑤「指定通所介護等の実施」状況の確認に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
訪問リハビリテーション計画書のアセスメント項目を活用しながら、リハビリテーションの提供を終了した時と比較して、ＡＤＬ及びＩＡＤＬが維持
又は改善していることを確認すること。なお、電話等での実施を含め確認の手法は問わないこと。
⑥「当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供」については、利用者の円滑な移行を推進するため、指定訪問リハビリ
テーション終了者が指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定地域密着型通所介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機
能型通所介護、指定看護小規模多機能型居宅介護、指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防認知症対応型通所介護又は指定
介護予防小規模多機能型居宅介護事業所へ移行する際に、「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリ
テーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」（平成30 年３月22日老老発0322 第２号）の別紙様式２―１及び２－２のリ
ハビリテーション計画書等の情報を利用者の同意の上で指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定地域密着型通所介護、指定認知
症対応型通所介護、指定小規模多機能型通所介護、指定看護小規模多機能型居宅介護、指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護
予防認知症対応型通所介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所へ提供すること。なお、指定通所介護事業所等の事業所
への情報提供に際しては、リハビリテーション計画書の全ての情報ではなく、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の
実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に示す別紙様式２－２―１及び２－２－２の本人の希望、家
族の希望、健康状態・経過、リハビリテーションの目標、リハビリテーションサービス等の情報を抜粋し、提供することで差し支えない。

　移行支援加算に係る解釈通知における、「(ｉ)当該事業所における評価対象期
間の利用者ごとの利用者延月数の合計」は、具体的にはどのように算出するか。

○
加
算

（適用要件一覧） 104 訪問リハビリテーション費 (14/16)
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　貴見の通りである。（令和３年度　VOL2　問１７）

　同一事業所において、加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることはできな
い。（令和３年度　VOL2　問１８）

　貴見のとおりである。（令和３年度　VOL2　問１９）

　移行支援加算については、通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14
日以降44 日以内に通所リハビリテーション従業者が通所リハビリテーション終了者に対
して、指定通所介護等を実施していることを確認し、記録していることとしている。
なお、３月以上経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断した時
は、新規利用者とすることができる。（令和３年度　VOL2　問２０）

　よい（令和３年度　VOL2　問２１）

　移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終
了した者とは、当該訪問リハビリテーション事業所の利用を終了し、評価対象期間に利
用を再開していない者をいう。なお通所リハビリテーションにおいても同様に取り扱う。な
お、終了後に３月 以上が経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判
断し当該事業所の利用を再開した時は、新規利用者とみなすことができる。この場合は
評価対象期間に再開した場合でも、終了した者として取り扱う。（令和３年度　VOL３　問
１４）

サービス提供体制強化
加算（Ⅰ）

○
加
算

１回につき
６単位

サービス提供体制強化
加算（Ⅱ）

○
加
算

１回につき
３単位

　厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号）に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリ
テーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合
ただし、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）を算定している場合は、サービス提供体制強化間（Ⅱ）は提供しない。
＜平成２７年厚生労働省告示第９５号１４＞
イ　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数７年以上の者がいること。

　厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号）に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリ
テーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合
ただし、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）を算定している場合は、サービス提供体制強化間（Ⅱ）は提供しない。
＜平成２７年厚生労働省告示第９５号１４＞
ロ　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数３年以上の者がいること。

　移行支援加算について、既に訪問（通所）リハビリテーションと通所介護を併用
している利用者が、訪問（通所）リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま
継続となった場合、「終了した後通所事業を実施した者」として取り扱うことができ
るか。

　移行支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業
所において、当該加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能
か。

　利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リ
ハビリテーション利用開始後２月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテー
ションの移行支援加算の算定要件を満たしたこととなるか。

　移行支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーション
から通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場
合、再び算定対象とすることができるのか。

　移行支援加算における就労について、利用者が障害福祉サービスにおける就
労移行支援や就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）の利用に至った場合を含めてよいか。

　移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提
供を終了した者には、当該事業所の指定訪問リハビリテーション利用を中断した
のちに再開した者も含まれるのか。

移行支援加算　Q&A

（適用要件一覧） 104 訪問リハビリテーション費 (15/16)
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　同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種（直接処遇を
行う職種に限る。）における勤続年数については通算することができる。また、事業所の
合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更が
ないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を
通算することができる。
　ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はでき
ない。（平２１．３版　VOL６９　問５）

　産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含
めることができる。（平２１．３版　VOL６９　問６）

サービス提供体制強化
加算　Q&A

　同一法人内であれば、異なるサービスの事業所（施設）における勤続年数や異
なる業種（直接処遇職種）における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間
の出向や事業の承継時にも通算できるのか。
　また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算で
きるのか。

　産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。

（適用要件一覧） 104 訪問リハビリテーション費 (16/16)


